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盛岡市公民館条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○盛岡市公民館条例 ○盛岡市公民館条例 

昭和55年３月28日条例第21号 昭和55年３月28日条例第21号 

改正 略 改正 略 

令和７年 月 日条例第 号  

盛岡市公民館条例 盛岡市公民館条例 

盛岡市公民館に関する条例（昭和35年条例第10号）の全部を改正する。 盛岡市公民館に関する条例（昭和35年条例第10号）の全部を改正する。 

第１条から第７条まで 略 第１条から第７条まで 略 

（使用料） （使用料） 

第８条 使用者から別表に定める使用料を徴収する。 第８条 使用者から別表に定める使用料を徴収する。 

２ 前項に定めるもののほか、附属の設備を使用する者から規則で定める使

用料を徴収する。 

２ 前項に定めるもののほか、附属の設備を使用する者から規則で定める使

用料を徴収する。 

３ 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公民館の運営上特に必要があ

るものとして規則で定める使用料は、規則で定める日を期限として後納さ

せることができる。 

３ 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公民館の運営上特に必要があ

るものとして規則で定める使用料は、規則で定める日を期限として後納さ

せることができる。 

第８条の２から第20条まで 略 第８条の２から第20条まで 略 

附 則 略 附 則 略 

附 則（令和７年条例第 号）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 改正後の盛岡市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後にする盛

岡市公民館条例第５条第１項の許可に係る使用料（地方自治法（昭和22年

法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者が管理する公民館

（盛岡市見前南地区公民館を除く。）にあっては、その利用に係る料金。

以下同じ。）について適用し、同日前にした当該許可に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

(１) 盛岡市中央公民館 (１) 盛岡市中央公民館 
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改正後 改正前 

 区分 午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  区分 午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 本

館 

講堂 7,420円 9,850円 7,420円 17,270円 17,270円 24,690円   本

館 

講堂 5,500円 7,300円 5,500円 12,800円 12,800円 18,300円  

 大会議室 4,180円 5,670円 4,180円 9,850円 9,850円 14,030円   大会議室 3,100円 4,200円 3,100円 7,300円 7,300円 10,400円  

 中会議室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   中会議室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 和室 4,720円 6,340円 4,720円 11,060円 11,060円 15,780円   和室 3,500円 4,700円 3,500円 8,200円 8,200円 11,700円  

 控室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   控室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 企画展示室 2,020円 2,700円 2,020円 4,720円 4,720円 6,740円   企画展示室 1,500円 2,000円 1,500円 3,500円 3,500円 5,000円  

 第１講義室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第１講義室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 第２講義室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第２講義室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 第３講義室 3,510円 4,590円 3,510円 8,100円 8,100円 11,610円   第３講義室 2,600円 3,400円 2,600円 6,000円 6,000円 8,600円  

 音楽室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   音楽室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 科学技術室 3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   科学技術室 2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 工作工芸室 3,640円 4,860円 3,640円 8,500円 8,500円 12,140円   工作工芸室 2,700円 3,600円 2,700円 6,300円 6,300円 9,000円  

 絵画実習室 3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   絵画実習室 2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 被服実習室 3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   被服実習室 2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 調理実習室 3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   調理実習室 2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 研修室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   研修室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 別

館 

和室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   別

館 

和室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 大広間 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   大広間 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 控室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   控室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 白芳庵 1,080円 1,350円 ― 2,430円 ― ―   白芳庵 800円 1,000円 ― 1,800円 ― ―  

 愛宕亭 1,620円 2,160円 ― 3,780円 ― ―   愛宕亭 1,200円 1,600円 ― 2,800円 ― ―  

 聖風閣 2,290円 3,100円 ― 5,390円 ― ―   聖風閣 1,700円 2,300円 ― 4,000円 ― ―  

備考 備考 
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改正後 改正前 

１ 専ら準備又は練習のために講堂の舞台のみを使用する場合の使用料

の額は、この表により算定した額の５割に相当する額とする。 

１ 冷暖房（白芳庵、愛宕亭及び聖風閣にあつては、暖房）を使用する

期間においては、表に掲げる額の３割に相当する額を冷房料又は暖房

料として徴収する。 

２ 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表により算定した額の２倍に相当する額とする。 

２ 専ら準備又は練習のために講堂の舞台のみを使用するときの使用料

の額は、表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

３ この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

 

(２) 盛岡市上田公民館 (２) 盛岡市上田公民館 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 ホール 5,800円 7,690円 5,800円 13,490円 13,490円 19,290円   ホール 4,300円 5,700円 4,300円 10,000円 10,000円 14,300円  

 創作展示

室 

1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   創作展示

室 

1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 美術工芸

室 

2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   美術工芸

室 

2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

 リハーサ

ル室 

2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   リハーサ

ル室 

2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

 視聴覚室 2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   視聴覚室 2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

 調理実習

室 

3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   調理実習

室 

2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 第１集会

室 

2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   第１集会

室 

1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 第２集会

室 

1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第２集会

室 

1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 第１和室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   第１和室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 第２和室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   第２和室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 会議室 2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   会議室 2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  
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改正後 改正前 

備考 備考 

１ 専ら準備又は練習のためにホールの舞台のみを使用する場合の使用

料の額は、この表により算定した額の５割に相当する額とする。 

１ 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

２ 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表により算定した額の２倍に相当する額とする。 

２ 専ら準備又は練習のためにホールの舞台のみを使用するときの使用

料の額は、表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

３ この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

 

(３) 盛岡市河南公民館 (３) 盛岡市河南公民館 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

９時30分

まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

９時30分

まで 

 

 ミニホー

ル 

3,100円 4,180円 3,640円 7,280円 7,820円 10,920円   ミニホー

ル 

2,300円 3,100円 2,700円 5,400円 5,800円 8,100円  

 研修室 1,620円 2,160円 1,890円 3,780円 4,050円 5,670円   研修室 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円  

 和室 3,100円 4,180円 3,640円 7,280円 7,820円 10,920円   和室 2,300円 3,100円 2,700円 5,400円 5,800円 8,100円  

 調理室 1,080円 1,350円 1,210円 2,430円 2,560円 3,640円   調理室 800円 1,000円 900円 1,800円 1,900円 2,700円  

 美術工芸

室 

2,700円 3,510円 3,100円 6,210円 6,610円 9,310円   美術工芸

室 

2,000円 2,600円 2,300円 4,600円 4,900円 6,900円  

 会議室 2,700円 3,510円 3,100円 6,210円 6,610円 9,310円   会議室 2,000円 2,600円 2,300円 4,600円 4,900円 6,900円  

 視聴覚室 2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   視聴覚室 1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 音楽練習

室 

2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   音楽練習

室 

1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。ただ

し、当該使用により行う催し等と同一のものを行うために盛岡劇場の

ホールを併せて使用する場合は、この限りでない。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(４) 盛岡市都南公民館 (４) 盛岡市都南公民館 
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改正後 改正前 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

９時30分

まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

９時30分

まで 

 

 小ホール 4,180円 5,670円 4,860円 9,850円 10,530円 14,710円   小ホール 3,100円 4,200円 3,600円 7,300円 7,800円 10,900円  

 小ホール

控室 

540円 670円 670円 1,210円 1,340円 1,880円   小ホール

控室 

400円 500円 500円 900円 1,000円 1,400円  

 美術室 2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   美術室 1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 工芸室 2,700円 3,510円 3,100円 6,210円 6,610円 9,310円   工芸室 2,000円 2,600円 2,300円 4,600円 4,900円 6,900円  

 調理実習

室 

2,700円 3,510円 3,100円 6,210円 6,610円 9,310円   調理実習

室 

2,000円 2,600円 2,300円 4,600円 4,900円 6,900円  

 第１和室 1,620円 2,160円 1,890円 3,780円 4,050円 5,670円   第１和室 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円  

 第２和室 1,080円 1,350円 1,210円 2,430円 2,560円 3,640円   第２和室 800円 1,000円 900円 1,800円 1,900円 2,700円  

 茶室 1,080円 1,350円 1,210円 2,430円 2,560円 3,640円   茶室 800円 1,000円 900円 1,800円 1,900円 2,700円  

 第１研修

室 

2,700円 3,510円 3,100円 6,210円 6,610円 9,310円   第１研修

室 

2,000円 2,600円 2,300円 4,600円 4,900円 6,900円  

 第２研修

室 

2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   第２研修

室 

1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 第３研修

室 

2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   第３研修

室 

1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 視聴覚室 2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   視聴覚室 1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 会議室 2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   会議室 1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 音楽室 3,100円 4,180円 3,640円 7,280円 7,820円 10,920円   音楽室 2,300円 3,100円 2,700円 5,400円 5,800円 8,100円  

 リハーサ

ル室 

2,160円 2,830円 2,430円 4,990円 5,260円 7,420円   リハーサ

ル室 

1,600円 2,100円 1,800円 3,700円 3,900円 5,500円  

 ミーティ

ングルー

1,080円 1,350円 1,210円 2,430円 2,560円 3,640円   ミーティ

ングルー

800円 1,000円 900円 1,800円 1,900円 2,700円  
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改正後 改正前 

ムＡ ムＡ 

 ミーティ

ングルー

ムＢ 

1,080円 1,350円 1,210円 2,430円 2,560円 3,640円   ミーティ

ングルー

ムＢ 

800円 1,000円 900円 1,800円 1,900円 2,700円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。ただ

し、当該使用により行う催し等と同一のものを行うために盛岡市都南

文化会館の大ホールを併せて使用する場合は、この限りでない。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(５) 盛岡市西部公民館 (５) 盛岡市西部公民館 

ア プレーホール等の使用料 ア プレーホール等の使用料 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 プレーホ

ール 

2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   プレーホ

ール 

2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

 視聴覚室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   視聴覚室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 第１研修

室 

2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   第１研修

室 

2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

 第２研修

室 

2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   第２研修

室 

1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 第３研修

室 

2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円           

 第１会議

室 

2,970円 3,910円 2,970円 6,880円 6,880円 9,850円   第１会議

室 

2,200円 2,900円 2,200円 5,100円 5,100円 7,300円  

 第２会議

室 

2,290円 3,100円 2,290円 5,390円 5,390円 7,680円   第２会議

室 

1,700円 2,300円 1,700円 4,000円 4,000円 5,700円  

 小会議室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   小会議室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 調理実習 3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   調理実習 2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  
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改正後 改正前 

室 室 

 第１和室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第１和室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 第２和室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第２和室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 音楽室 2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   音楽室 2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

 美術工芸

室 

3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380円   美術工芸

室 

2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 ミーティ

ングルー

ム 

1,750円 2,430円 1,750円 4,180円 4,180円 5,930円   ミーティ

ングルー

ム 

1,300円 1,800円 1,300円 3,100円 3,100円 4,400円  

備考 備考 

１ 専ら準備又は練習のためにプレーホールの舞台のみを使用する場合

の使用料の額は、この表により算定した額の５割に相当する額とする。 

１ 冷暖房を使用する期間においては、この表に掲げる額の３割に相当

する額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

２ 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表により算定した額の２倍に相当する額とする。 

２ 専ら準備又は練習のためにプレーホールの舞台のみを使用するとき

の使用料の額は、この表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

３ この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

 

イ トレーニングルームの使用料 イ トレーニングルームの使用料 

 区分 普通使用（１回につき） 回数使用（６回につき）   区分 普通使用（１回につき） 回数使用（６回につき）  

 一般 450円 2,250円   一般 300円 1,500円  

 高等学校生徒 300円 1,500円   高等学校生徒 200円 1,000円  

(６) 盛岡市渋民公民館 (６) 盛岡市渋民公民館 

 

区分 

午前９時

から正午 

  まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

９時30分

まで 

  

区分 

午前９時

から午後

１時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後５時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時30分

まで 

午前９時

から午後

９時30分

まで 

 

 第１会議

室 

2,550円 3,400円 2,980円 5,950円 6,380円 8,930円   第１会議

室 

2,520円 2,520円 2,840円 5,040円 5,360円 7,880円  
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改正後 改正前 

 第２会議

室 

850円 1,130円 990円 1,980円 2,120円 2,970円   第２会議

室 

840円 840円 950円 1,680円 1,790円 2,630円  

 第３会議

室 

850円 1,130円 990円 1,980円 2,120円 2,970円   第３会議

室 

840円 840円 950円 1,680円 1,790円 2,630円  

 第１和室 520円 700円 610円 1,220円 1,310円 1,830円   第１和室 520円 520円 590円 1,040円 1,110円 1,630円  

 第２和室 310円 410円 360円 720円 770円 1,080円   第２和室 310円 310円 350円 620円 660円 970円  

 調理室 730円 980円 860円 1,710円 1,840円 2,570円   調理室 730円 730円 820円 1,460円 1,550円 2,280円  

 創作室 850円 1,130円 990円 1,980円 2,120円 2,970円   創作室 840円 840円 950円 1,680円 1,790円 2,630円  

 視聴覚室 520円 700円 610円 1,220円 1,310円 1,830円   視聴覚室 520円 520円 590円 1,040円 1,110円 1,630円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。ただ

し、当該使用により行う催し等と同一のものを行うために盛岡市渋民

文化会館のホールを併せて使用する場合は、この限りでない。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(７) 盛岡市松園地区公民館 (７) 盛岡市松園地区公民館 

 

区分 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後９

時まで 

  

区分 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後９

時まで 

 

 

本

館 

ホール 3,640円 4,860円 3,640円 8,500円 8,500円 12,140

円 

  

本

館 

ホール 2,700円 3,600円 2,700円 6,300円 6,300円 9,000円  

 第１リハー

サル室 

1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   第１リハー

サル室 

800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 会議室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   会議室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 

別

館 

第１研修室 1,750円 2,430円 1,750円 4,180円 4,180円 5,930円   

別

館 

第１研修室 1,300円 1,800円 1,300円 3,100円 3,100円 4,400円  

 第２研修室 1,750円 2,430円 1,750円 4,180円 4,180円 5,930円   第２研修室 1,300円 1,800円 1,300円 3,100円 3,100円 4,400円  

 第３研修室 1,750円 2,430円 1,750円 4,180円 4,180円 5,930円   第３研修室 1,300円 1,800円 1,300円 3,100円 3,100円 4,400円  

 第２リハー 1,750円 2,430円 1,750円 4,180円 4,180円 5,930円   第２リハー 1,300円 1,800円 1,300円 3,100円 3,100円 4,400円  
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改正後 改正前 

サル室 サル室 

 調理実習室 3,100円 4,180円 3,100円 7,280円 7,280円 10,380

円 

  調理実習室 2,300円 3,100円 2,300円 5,400円 5,400円 7,700円  

 プレールー

ム 

1,890円 2,560円 1,890円 4,450円 4,450円 6,340円   プレールー

ム 

1,400円 1,900円 1,400円 3,300円 3,300円 4,700円  

備考 備考 

１ 専ら準備又は練習のためにホールの舞台のみを使用する場合の使用

料の額は、この表により算定した額の５割に相当する額とする。 

１ 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

２ 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表により算定した額の２倍に相当する額とする。 

２ 専ら準備又は練習のためにホールの舞台のみを使用するときの使用

料の額は、表に掲げる額の５割に相当する額とする。 

(８) 盛岡市見前地区公民館 (８) 盛岡市見前地区公民館 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 大研修室 3,640円 4,860円 3,640円 8,500円 8,500円 12,140円   大研修室 2,700円 3,600円 2,700円 6,300円 6,300円 9,000円  

 第１和室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第１和室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 第２和室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   第２和室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 調理室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   調理室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 視聴覚室 2,160円 2,830円 2,160円 4,990円 4,990円 7,150円   視聴覚室 1,600円 2,100円 1,600円 3,700円 3,700円 5,300円  

 会議室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   会議室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 美術工芸

室 

2,700円 3,510円 2,700円 6,210円 6,210円 8,910円   美術工芸

室 

2,000円 2,600円 2,000円 4,600円 4,600円 6,600円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(９) 盛岡市飯岡地区公民館 (９) 盛岡市飯岡地区公民館 

 区分 午前９時

から正午

午後１時

から午後

午後６時

から午後

午前９時

から午後

午後１時

から午後

午前９時

から午後

  区分 午前９時

から正午

午後１時

から午後

午後６時

から午後

午前９時

から午後

午後１時

から午後

午前９時

から午後
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改正後 改正前 

まで ５時まで ９時まで ５時まで ９時まで ９時まで まで ５時まで ９時まで ５時まで ９時まで ９時まで 

 ミーティ

ングルー

ム 

1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   ミーティ

ングルー

ム 

800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(10) 盛岡市乙部地区公民館 (10) 盛岡市乙部地区公民館 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 研修室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   研修室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(11) 盛岡市見前南地区公民館 (11) 盛岡市見前南地区公民館 

 区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  区分 午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 ホール 3,640円 4,860円 3,640円 8,500円 8,500円 12,140円   ホール 2,700円 3,600円 2,700円 6,300円 6,300円 9,000円  

 調理室 1,080円 1,350円 1,080円 2,430円 2,430円 3,510円   調理室 800円 1,000円 800円 1,800円 1,800円 2,600円  

 視聴覚室 1,890円 2,430円 1,890円 4,320円 4,320円 6,210円   視聴覚室 1,400円 1,800円 1,400円 3,200円 3,200円 4,600円  

 研修室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   研修室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

 工芸室 1,620円 2,160円 1,620円 3,780円 3,780円 5,400円   工芸室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(12) 盛岡市好摩地区公民館 (12) 盛岡市好摩地区公民館 

 区分 午前９時

から正午 

午後１時

から午後

午後６時

から午後

午前９時

から午後

午後１時

から午後

午前９時

から午後

  区分 午前９時

から午後

午後１時

から午後

午後５時

から午後

午前９時

から午後

午後１時

から午後

午前９時

から午後
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改正後 改正前 

  まで ５時まで ９時まで ５時まで ９時まで ９時まで １時まで ５時まで ９時まで ５時まで ９時まで ９時まで 

 第１会議

室 

720円 970円 720円 1,690円 1,690円 2,410円   第１会議

室 

720円 720円 720円 1,440円 1,440円 2,160円  

 第２会議

室 

520円 700円 520円 1,220円 1,220円 1,740円   第２会議

室 

520円 520円 520円 1,040円 1,040円 1,560円  

 多目的室 440円 590円 440円 1,030円 1,030円 1,470円   多目的室 440円 440円 440円 880円 880円 1,320円  

 調理室 360円 480円 360円 840円 840円 1,200円   調理室 360円 360円 360円 720円 720円 1,080円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(13) 盛岡市玉山地区公民館 (13) 盛岡市玉山地区公民館 

 

区分 

午前９時

から正午 

  まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

  

区分 

午前９時

から午後

１時まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後５時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時まで 

午前９時

から午後

９時まで 

 

 ホール 1,700円 2,260円 1,700円 3,960円 3,960円 5,660円   ホール 1,680円 1,680円 1,680円 3,360円 3,360円 5,040円  

 調理室 420円 560円 420円 980円 980円 1,400円   調理室 420円 420円 420円 840円 840円 1,260円  

 会議室 310円 410円 310円 720円 720円 1,030円   会議室 310円 310円 310円 620円 620円 930円  

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 冷暖房を使用する期間においては、表に掲げる額の３割に相当する

額を冷房料又は暖房料として徴収する。 

(14) 盛岡市薮川地区公民館 (14) 盛岡市薮川地区公民館 

 

区分 

午前９

時から

正午  

 まで 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後９

時まで 

  

区分 

午前９

時から

午後１

時まで 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後５

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後９

時まで 

 

 第１ホール 500円 670円 500円 1,170円 1,170円 1,670円   第１ホール 500円 500円 500円 1,000円 1,000円 1,500円  

 第２ホール 500円 670円 500円 1,170円 1,170円 1,670円   第２ホール 500円 500円 500円 1,000円 1,000円 1,500円  

 集会室 130円 170円 130円 300円 300円 430円   集会室 130円 130円 130円 260円 260円 390円  

 調理室 250円 330円 250円 580円 580円 830円   調理室 250円 250円 250円 500円 500円 750円  
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改正後 改正前 

備考 市の区域内に住所、事務所又は事業所を有しない者が使用する場合

の使用料の額は、この表に掲げる額の２倍に相当する額とする。 

備考 暖房を使用する場合は、表に掲げる額の３割に相当する額を暖房料

として徴収する。 

 


